
平成１９年、「中型免許」が追加、普通免許で運転できる範囲が縮小。
域内輸送を担う小型車のうち、車両総重量が５トンを超えるものが増加。
普通免許しか取得できない高卒直後のドライバーの勤務や採用に制約。

＜背景＞

車両重量：２，９００ｋｇ
最大積載量：２，０００ｋｇ
車両総重量：５，０１０ｋｇ
（CNGトラック）

車両重量：３，２２０ｋｇ
最大積載量：２，０００ｋｇ
車両総重量：５，３８５ｋｇ
（ハイブリッドトラック）

＜普通免許で運転できない２ｔトラックの例＞

準中型免許制度について

「貨物自動車に係る現在の貨物自動車に係る運転免許制度のあり方に関する有識者検討
会」（平成２５年９月～２６年７月）において、より安全で、かつ、我が国国内で運転されてい
る自動車の実態に即した運転免許制度の在り方について検討を行い、報告書を策定。

報告書の内容を踏まえ、車両総重量３．５ｔ～７．５ｔの車両を１８歳から運転することが可能
となる「準中型自動車免許」の創設を含む改正道路交通法が平成２７年６月１１日に成立。

都道府県警の免許システムの改修、教習内容・時間の検討、教習所における準備等を行っ
た上で、平成２９年３月１２日に施行予定。

＜警察庁における対応＞

（CNGトラック）（ハイブリッドトラック）

中型免許制度導入前

普通免許 大型免許

8トン 11トン

現行（平成19年6月2日施行）

普通免許 中型免許 大型免許

5トン 11トン

政令大型（運転資格：21歳以上、経験3年以上）

18歳以上 20歳以上、経験2年以上

＜車両総重量＞

＜車両総重量＞

準中型免許制度について（免許制度の概要）

普通免許 中型免許 大型免許

18歳以上 21歳以上、経験3年以上

改正道路交通法（平成27年6月11日成立、2年以内に施行）

普通免許 中型免許 大型免許

3.5トン 11トン

18歳以上 18歳以上
☆教習の時間、
内容等を今後検討

21歳以上
経験3年以上

20歳以上
経験2年以上

7.5トン

準中型免許

20歳以上、経験2年以上

＜車両総重量＞


















